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大雪山国立公園連絡協議会規約 

 

（名 称） 

第１条 本会は、大雪山国立公園連絡協議会と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本会は、大雪山国立公園の保全と利用の目標や将来像を示した大雪山国立

公園ビジョンの実現を目指すため、会員相互の情報交換、連絡調整を図り、

保全と適正な利用のための事業を実施することにより、大雪山国立公園の多

様な関係者が協働した管理運営を行い、大雪山国立公園地域の健全な発展に

資することを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）大雪山国立公園ビジョンに基づく方針、計画等の検討又は策定、大雪

山国立公園ビジョンの達成状況の確認及び評価 

（２）大雪山国立公園の管理運営に関する情報交換、連絡調整及び計画等の 

検討 

（３）大雪山国立公園の保全及び適正な利用を推進するための事業 

（４）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

（構 成） 

第４条 本会は、別表に掲げる機関、団体等により構成する。 

２ 本会を構成する機関、団体等に幹事を置く。 

 

（役 員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会 長    １名 

（２） 副会長    ２名 

（３） 理 事    若干名 

（４） 監 事    ２名 

 

 

（役員の選任及び任期） 

第６条 役員は、協議会において選任し、任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 選任された役員が任期中に第４条第１項に規定する機関の長の職でなくな
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ったときは、役員を退任したものとみなし、その補充については、その職の

後任者が役員に選任されたものとみなす。 

ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 

３ 理事は、会務を分担し、会の運営にあたる。 

４ 監事は、協議会の会計を監査する。 

 

（総 会） 

第８条 総会は、年１回開催するほか、会長の招集により必要に応じて開催する。 

２ 総会は、予算、決算、事業計画、規約の改正、その他必要な事項を協議す

る。 

 

（幹事会） 

第９条 総会の議事に関する予備的協議、その他連絡調整を行うため、会長の招集

により必要に応じて幹事会を開催することができる。幹事会には各機関、団

体等の幹事及び事務局が出席する。 

 

（部 会）  
第 10 条 第３条の事業の一部を実施するため、常設の部会を設けることができる。

部会の組織及び運営に必要な事項は、本会において規約を定める。  
２ 部会として、表大雪地域登山道維持管理部会及び東大雪地域登山道維持管

理部会を設置する。  
 

（作業部会） 

第 11 条 第３条に掲げる事業に関して、一時的かつ専門的に調査、検討、協議を行

う、作業部会を設置することができる。 

２ 作業部会に属する会員は、会長が指名する。 

３ 作業部会には、会長が会員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことが

できる。 

４ 作業部会の庶務は事務局が行い、その経過及び結果を総会に報告するもの

とする。 

５ 作業部会は、第１項の調査又は検討が終了したときは解散する。 
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（事務局） 

第 12 条 本会の事務局を環境省大雪山国立公園管理事務所に置く。 

２  事務局は、会の庶務及び会計事務を行う。 

３  事務局員は、大雪山国立公園管理事務所職員がその任にあたる。 

 

（会 計） 

第 13 条 協議会の経費は、負担金、委託金、寄付金、その他の収入を持ってあてる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる。 

 

付 則 この規約は平成５年 12 月７日から施行する。 

この規約は平成 12 年５月 15 日から施行する。 

この規約は平成 13 年５月９日から施行する。 

この規約は平成 18 年５月 11 日から施行する。 

この規約は平成 20 年５月 13 日から施行する。 

この規約は平成 23 年５月 12 日から施行する。 

この規約は令和２年６月８日から施行する。 


